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判
例
、
研

究

九
六
　
　
（
一
，
ヤ
五
，
尺
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
七
〕

昭
三
七
1
3
（
撮
驕
嘱
諜
｝
肱
購
y

　
処
分
禁
止
の
仮
処
分
の
効
力

　
　
登
記
無
効
確
認
等
請
求
事
件
（
昭
三
七
争
六
・
八
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
被
上
告
人
耳
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
被
上
告
人
葛
．
L
（
被
告
－
被
控
訴
人
）

　
　
ぬ
（
参
加
引
受
人
・
被
控
訴
人
）
に
対
し
、
脇
に
つ
い
て
は
甲
地
の
分
筆
登
記

　
　
抹
消
請
求
．
L
・
恥
に
？
い
て
は
右
土
地
の
移
転
登
記
が
い
ず
れ
も
X
を
申
請

　
　
人
と
す
る
右
土
地
の
処
分
禁
止
の
仮
処
分
の
結
果
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

　
　
登
記
抹
消
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
。
第
一
審
原
告
敗
訴
。
第
一
審
判
決
ほ
、
仮

　
　
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
相
対
説
を
と
り
、
仮
処
分
は
将
来
本
案
請
求

　
　
権
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
そ
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め
に
さ
れ
る
暫
定
的
処
分

　
　
で
、
仮
処
分
債
権
者
は
必
ず
し
も
本
案
訴
訟
で
勝
訴
す
る
と
ば
限
ら
な
い
か
ら
、

　
　
仮
処
分
に
違
反
す
る
処
分
行
為
も
一
応
有
効
で
登
記
が
で
き
る
が
、
仮
処
分
債

　
　
権
者
に
対
し
て
売
買
0
効
力
を
対
抗
む
え
な
い
に
す
磐
な
い
。
－
し
た
が
つ
て
、

　
　
仮
処
分
債
権
者
は
本
案
訴
訟
で
勝
訴
し
実
体
的
権
利
が
確
定
し
な
い
限
り
、
単

に
原
告
は
仮
処
分
債
権
者
た
る
地
位
に
基
づ
い
て
は
か
か
る
登
記
抹
消
請
求
権

を
も
た
な
い
と
し
て
い
る
。
控
訴
も
，
同
じ
理
由
か
ら
棄
却
。

X
上
告
。
上
告
理
由
は
以
下
の
ご
と
し
。

処
分
禁
止
の
仮
処
分
は
債
務
者
の
一
般
的
処
分
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
で
、
こ

れ
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
債
務
者
の
処
分
行
為
は
無
効
で
あ
る
。
こ
の
種
の
仮

処
分
の
目
的
は
、
本
案
訴
訟
の
判
決
確
定
以
前
に
目
的
不
動
産
の
登
記
が
転
々

と
移
動
す
る
場
合
後
日
勝
訴
の
際
に
そ
の
回
復
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
債
務
者

の
処
分
行
為
を
停
止
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
処
分
禁
止
に
違
反
す
る
処

分
行
為
が
認
め
ら
れ
、
該
不
動
産
の
処
分
が
次
々
と
お
こ
な
わ
れ
、
登
記
が
転

々
と
移
動
し
た
場
合
保
全
処
分
と
し
て
の
仮
処
分
命
令
の
存
在
価
値
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
丁
度
立
入
禁
止
・
妨
害
禁
止
等
の
仮
処
分
に
反
し
て
仮
処
分

債
務
者
が
立
入
つ
た
り
妨
害
行
為
を
な
し
た
場
合
仮
処
分
債
権
者
が
民
訴
七
三

三
条
以
下
の
執
行
命
令
に
よ
り
そ
の
侵
害
等
の
行
為
を
排
除
で
き
た
り
、
又
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

・
処
分
命
令
中
に
「
．
㌧
の
命
令
に
違
反
し
債
務
者
が
妨
害
を
な
し
た
場
合
に
は
執



行
吏
は
こ
れ
が
除
却
の
た
め
適
当
な
処
分
を
な
し
う
る
」
と
附
記
し
、
執
行
吏

が
侵
害
等
の
排
除
の
た
め
の
処
分
を
な
し
う
る
の
と
同
じ
で
あ
る
．
処
分
禁
止

の
仮
処
分
に
つ
き
相
対
無
効
説
を
と
る
者
も
、
立
入
禁
止
・
妨
害
禁
止
の
仮
処

分
等
に
お
い
て
仮
処
分
債
権
者
と
し
て
侵
害
行
為
の
排
除
を
求
め
う
る
と
す

る
。
こ
れ
は
理
論
的
に
一
貫
し
な
い
。
後
者
を
肯
定
す
る
以
上
処
分
禁
止
の
仮

処
分
に
つ
い
て
も
絶
対
的
無
効
説
を
と
り
、
こ
れ
に
違
反
す
ゐ
処
分
行
為
に
対

し
て
は
登
記
抹
消
請
求
も
仮
処
分
債
権
者
に
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
。こ

れ
に
対
し
上
告
審
は
次
の
判
断
を
な
し
た
。
処
分
禁
止
の
仮
処
分
に
よ
り
不

動
産
の
所
有
者
は
絶
対
に
該
物
権
の
処
分
権
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
仮
処
分

債
権
者
に
対
す
る
関
係
で
処
分
が
で
き
な
く
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て

所
有
者
か
ら
仮
処
分
物
件
を
買
つ
て
第
三
者
は
そ
の
所
有
権
取
得
に
つ
き
登
記

そ
の
他
の
公
示
方
法
を
施
し
た
場
合
で
も
、
仮
処
分
債
権
者
に
所
有
権
取
得
の

効
力
を
対
抗
し
え
な
い
が
、
右
仮
処
分
登
記
が
適
法
に
抹
消
さ
れ
た
と
き
は
爾

後
そ
の
効
力
を
対
抗
し
う
る
こ
と
は
既
に
大
審
院
判
例
の
示
す
と
こ
ろ
で
、
こ

れ
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
仮
処
分
債
権
者
で
あ
る
上

告
人
は
本
案
訴
訟
で
勝
訴
し
実
体
法
上
の
権
利
が
確
定
し
な
い
限
り
、
単
な
る

仮
処
分
債
権
者
で
あ
る
地
位
に
も
と
づ
い
て
は
該
登
記
抹
消
請
求
権
を
も
た
な

い
、
と
。
上
告
棄
却
。

　
判
旨
に
賛
成
．

　
一
　
処
分
禁
止
の
仮
処
分
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
は

判
例
が
対
立
し
て
い
を
。
判
例
は
か
つ
て
は
絶
対
無
効
説
を
と
つ
て
い
た
（
翻
炊

審
明
治
三
七
年
二
月
一
〇
日
民
二
判
民
録
一
〇
輯
一
七
九
頁
、
大
審
明
治
三
七
年
四
月
＝
一
一
日
民
二
決
民

録
一
〇
輯
四
五
八
頁
、
明
治
四
二
年
一
一
月
二
九
日
大
阪
控
民
一
判
最
近
判
五
巻
三
〇
四
頁
、
一
定
の
権

利
の
譲
渡
を
禁
止
す
る
仮
処
分
が
あ
る
場
合
こ
れ
を
無
視
し
て
な
さ
れ
た
譲
渡
行
為
は
善
意
の
譲
受
人
に

対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
と
す
る
大
審
大
正
六
年
八
月
一
、
二
日
民
一
判
民
録
二
三
輯
＝
一
二
八
頁
も
絶
対

礁
働
熾
睦
罷
扇
禍
鈎
と
）
が
、
最
近
で
は
そ
の
殆
ん
ど
が
相
対
的
無
効
説
を
と
つ
て
い

判
　
例
　
研
　
究

る
（
畿
露
欝
難
罐
雑
対
灘
纏
縷
種
綿
伽
饗
麟
祉
籏
瓢
鵬
夢
謹

は
依
然
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
抵
当
権
者
は
仮
処
分
債
権
渚
に
対
し
砥
当
権

の
消
減
を
主
張
し
て
仮
処
分
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
　
古
い
が
　
明
治

四
四
年
（
マ
）
一
〇
二
号
裁
判
年
月
日
不
明
大
阪
地
民
二
判
新
聞
七
三
四
号
二
二
頁
が
あ
る
。
当
時
の
判

例
と
し
て
は
異
色
で
あ
る
。
相
対
説
を
と
る
も
の
と
し
て
こ
の
ほ
か
、
大
正
一
一
年
三
月
一
三
日
朝
高
院

判
朝
高
録
一
〇
巻
六
〇
頁
、
大
正
一
一
年
七
月
一
〇
日
長
崎
控
民
判
新
聞
二
〇
二
九
号
一
五
頁
。
仮
処
分

命
令
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
処
分
行
為
は
仮
処
分
債
権
者
に
対
し
て
は
常
に
無
効
で
後
日
本
案
訴
訟
で
仮

魂
。分
螺
賭
譲
號
肇
辮
壁
働
黎
蛸
誘
灘
凝
慾
昆
篇
魅
毫
紮
瓢
潭
舞

債
権
者
が
敗
訴
し
て
も
右
行
為
の
効
力
に
消
長
を
き
た
さ
な
い
と
す
る
点
で
、
叛
処
分
の
効
力
凌
必
要
以

上
に
債
権
者
に
対
す
る
関
係
で
厳
格
に
考
え
す
ぎ
て
い
る
か
ら
賛
成
で
き
な
い
　
こ
の
意
味
で
　
相
対
的

無
効
説
を
と
る
も
の
の
う
ち
で
も
異
色
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
大
審
昭
和
一
二
年
五
月
二
一
日
民
二
判
民
集

二
巻
三
〇
五
頁
、
昭
和
二
年
八
月
五
日
朝
高
院
民
判
評
論
一
六
巻
民
訴
四
九
一
頁
、
昭
和
九
年
一
二
月
二

齢
煉
選
二
購
謹
鰐
服
歴
羅
臨
禦
耀
監
嘲
鏡
覇
纏
翻
鷺
、
産
讐

月
一
九
日
民
三
判
民
集
一
八
巻
七
六
一
頁
、
大
審
昭
和
一
五
年
三
月
一
日
民
二
判
民
集
一
九
巻
五
〇
一

頁
、
昭
和
三
〇
年
七
月
二
二
日
高
松
高
判
下
級
民
集
六
巻
七
号
一
五
五
一
号
。
仮
処
分
物
件
に
対
す
る
強

制
執
行
又
は
競
売
の
相
対
的
効
力
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
大
正
一
五
年
八
月
五
日
東
弛
民
六
決
評
論
一

六
巻
民
訴
三
六
二
頁
、
昭
和
三
年
五
月
三
〇
日
宇
都
宮
地
民
決
新
聞
二
八
四
四
号
六
頁
　
大
正
一
五
年
九

月
二
〇
日
東
地
毘
に
ハ
判
新
聞
二
六
二
九
号
一
五
頁
、
昭
和
二
年
一
月
二
六
日
名
古
屋
地
民
一
判
評
論
一

六
巻
民
訴
三
二
五
頁
　
昭
和
二
年
一
一
月
五
日
大
阪
区
決
新
聞
二
七
八
三
号
一
一
頁
　
昭
和
三
年
七
月
三

一
日
大
阪
地
民
六
判
新
聞
二
九
二
〇
号
一
〇
頁
、
大
審
昭
和
四
年
四
月
三
〇
日
民
二
判
民
集
八
巻
四
二
一

頁
、
大
審
昭
和
四
年
八
月
二
八
日
新
聞
三
〇
四
〇
頁
、
大
審
昭
和
六
年
二
月
二
五
日
民
四
判
新
聞
三
二
四

四
号
七
頁
、
大
審
昭
和
八
年
四
月
二
八
日
蔑
二
決
民
集
ご
一
巻
八
八
八
頁
、
昭
和
一
〇
年
ご
一
月
二
七
日

朝
高
民
判
評
論
二
五
巻
民
訴
四
八
一
頁
、
戸
昭
和
一
四
年
一
月
二
七
日
朝
高
院
民
判
評
論
二
八
巻
民
訴
三
七

六
頁
、
昭
和
一
四
年
三
月
七
日
朝
高
院
民
判
評
論
ニ
ス
巻
民
訴
二
四
三
頁
、
大
審
昭
和
一
六
年
三
月
二
六

日
民
四
判
民
集
二
〇
巻
五
一
四
頁
。
こ
れ
に
反
し
て
　
仮
処
分
の
目
的
財
産
に
対
す
る
執
行
に
つ
ぎ
仮
処

分
債
権
者
が
五
四
四
・
五
五
八
条
の
異
議
の
申
立
を
せ
ず
に
執
行
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
右
執
行
に
よ

る
処
分
は
有
効
で
、
競
落
人
は
そ
の
権
利
を
仮
処
分
債
権
者
に
対
抗
し
う
る
も
の
と
し
て
、
電
話
加
入
権

に
関
し
大
審
昭
和
二
年
四
月
一
二
日
民
二
判
民
集
六
巻
一
五
一
頁
、
昭
和
三
年
九
月
二
一
日
大
阪
控
民
四

判
新
聞
二
九
〇
五
号
六
頁
、
不
動
産
に
関
し
昭
和
四
年
四
月
四
日
東
控
民
五
判
評
論
一
九
巻
民
訴
一
六
五

傾
酬
肪
耽
靴
拘
賄
講
ゆ
卸
隈
蹴
酷
馴
研
㌶
に
○
）
。
　
処
分
禁
止
の
仮
処
分
は
権
利
保
全
の

暫
定
的
処
置
で
、
債
権
者
と
の
関
係
で
処
分
を
禁
止
し
て
お
け
ば
そ
の
目
的
を

充
分
に
達
し
う
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
に
債
務
者
の
処
分
権
を
否
定
す
る
必
要
は

な
い
（
欝
撫
灘
雛
舞
罐
帆
磁
町
馨
灘
繍
購
鍵
亀
難
淋
雛
㌍
瑠
誘

が
、
同
じ
く
相
対
的
効
力
説
を
と
り
な
が
ら
、
執
行
・
保
全
執
行
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
及
ぽ
す
も
の
と
し

て
菊
井
前
掲
が
あ
る
。
相
対
無
効
説
を
と
る
も
の
と
し
て
は
そ
の
他
吉
川
研
究
二
〇
三
頁
以
下
、
末
弘
判

賊
駄
耳
一
蓄
腔
諺
匹
頗
貯
賭
源
齢
講
藻
捲
二
財
艇
ど
○
○
）
・
　
こ
の
点
で
ま
ず
判
旨
に
賛
成

で
あ
る
。

九
七
　
　
（
一
一
五
九
）



判
　
例
　
研
究

　
二
　
絶
対
無
効
説
に
よ
る
と
、
処
分
禁
止
の
仮
処
分
登
記
後
に
な
さ
れ
た
処

分
行
為
に
つ
き
移
転
登
記
は
な
す
べ
ぎ
で
は
な
い
し
、
な
し
た
と
し
て
も
無
効

で
あ
る
（
響
罐
餓
鰐
霧
初
漉
誘
窟
養
譜
郎
塁
藷
難
鶴
藥
難
紳
聴

器
夢
護
警
憤
餓
邊
驕
潅
蕩
飴
畳
殿
騒
謹
靴
肇
鉾
。
）
．
も
つ
と

も
絶
対
無
効
説
に
よ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
仮
処
分
登
記
前
に
目
的
物
の
処
分

が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
登
記
が
仮
処
分
登
記
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
に
つ

い
て
は
問
題
が
生
じ
る
。
登
記
そ
れ
自
体
を
一
種
の
処
分
行
為
と
み
れ
ば
、
法

律
行
為
が
仮
処
分
登
記
前
に
な
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
れ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
（
糊
諦
諏
詐
鉱
糊
駄
細
燗
鵬
簸
民
）
、
登
記
を
処
分
行
為
と
み
な
け
れ
ば
肯
定

さ
れ
る
余
地
も
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
相
対
無
効
説
に
よ
れ
ば
．
目
的
物
の
処
分
行
為
は
相
対
的

に
有
効
で
あ
り
、
そ
の
登
記
も
債
権
者
が
将
来
本
案
訴
訟
で
敗
訴
す
れ
ば
、
こ

れ
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
な
る
か
ら
、
申
請
し
受
理
す
る
利
益
は
あ
る
（
瑚
軸
廻

翻
翫
灘
毯
建
磁
聾
箋
亭
誤
碩
灘
嶽
籠
朋
難
警
験
麟
響
薯
ろ

ん
こ
の
こ
と
は
仮
処
分
登
記
以
前
に
処
分
行
為
が
な
さ
れ
且
つ
登
記
後
に
処
分

登
記
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
か
か
る
揚
合
処
分
行

為
は
、
仮
処
分
登
記
当
時
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
か
ら
、
債
権
者
に
対

し
て
こ
れ
を
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
閾
燭
拗
燈
痢
魏
勘
購
弛
蛎
無
濃
裁
磧
擁
瀦

翻
肇
蜻
辱
経
判
講
嗣
璽
）
塾
』
蛋
毒
購
珊
禦
解
錆
蓼
ヨ
諮
判
Y

同
遣
理
由
か
ら
登
記
そ
の
も
の
を
申
請
し
受
理
す
る
利
益
は
あ
る
（
款
膳
款
証
旺
跡

一
決
民
録
二
〇
輯
五
二
二
頁
、
大
正
六
年
五
月
二
三
日
旭
川
地
民
決
新
聞
一
二
七
六
号
二
七
頁
、
大
審
昭

和
三
年
六
月
一
一
日
民
一
決
新
聞
二
九
〇
二
号
二
二
頁
、
昭
和
六
年
七
月
一
四
日
東
地
民
九
決
評
論
二
〇

巻
諸
法
五
五
一
頁
、
登
記
は
認
め
る
が
、
こ
れ
を
以
て
債
権
者
に
対
抗
し
え
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
大

正
九
年
二
月
二
日
東
控
民
一
判
新
聞
一
六
六
九
号
二
〇
頁
　
大
正
一
一
年
一
月
一
一
日
朝
高
院
判
評
論
一

一
巻
民
訴
九
〇
頁
、
昭
和
七
年
五
月
一
八
日
法
曹
会
決
議
評
論
一
二
巻
民
訴
三
九
九
頁
、
昭
和
二
八
年
一

〇
月
二
八
日
高
松
高
四
判
高
裁
民
集
六
巻
一
二
号
八
四
三
頁
、
最
高
昭
和
三
〇
年
｝
○
月
二
五
日
三
小
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
一
一
六
〇
）

號
喋
航
蜷
肝
｝
）
。
し
た
が
つ
て
仮
処
分
債
権
者
は
仮
処
分
債
権
者
と
し
て
目
的
財

産
に
対
す
る
処
分
登
記
の
抹
消
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で
も

判
旨
に
賛
成
す
る
（
疎
盤
ハ
燈
臨
助
穂
羅
即
諦
質
淑
デ
げ
」
ユ
ヨ
歩
厨
菰
鷹
）
。

　
三
　
し
た
が
つ
て
、
ま
た
、
仮
処
分
登
記
後
の
処
分
に
基
づ
く
所
有
権
移
転

登
記
の
抹
消
は
仮
処
分
債
権
者
が
本
案
訴
訟
で
勝
訴
し
実
体
法
上
の
権
利
が
確

定
し
た
場
合
に
限
る
と
す
る
点
で
も
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
四
　
な
お
、
上
告
理
由
は
、
立
入
禁
止
・
妨
害
禁
止
の
仮
処
分
と
処
分
禁
止

の
仮
処
分
と
を
比
較
し
て
、
後
者
の
場
合
も
仮
処
分
債
権
者
と
し
て
の
本
件
所

有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求
を
認
め
ん
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
に
あ
つ

て
は
、
立
入
乃
至
妨
害
が
な
さ
れ
れ
ば
該
仮
処
分
は
そ
の
目
的
を
達
し
え
な
い

か
ら
、
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
既
述
の
ご
と
く
処
分
禁
止

の
仮
処
分
に
あ
つ
て
は
、
債
務
者
の
こ
れ
に
違
反
す
る
目
的
物
の
処
分
行
為
が

あ
つ
て
も
債
権
者
に
対
し
そ
れ
が
対
抗
し
え
な
い
以
上
目
的
物
の
処
分
に
よ
り

仮
処
分
が
そ
の
目
的
を
害
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
両
者
の
本

質
的
相
違
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
無
視
し
両
者
を
一
律
に
論
じ
る
上
告
理
由
は
理

由
が
な
い
（
酷
洲
艶
翻
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
　
明
）

昭
三
七
1
4
（
撮
號
嘱
鹸
吐
、
難
）

　
亡
父
と
の
親
子
関
係
不
存
在
確
認
審
判
の
効
力

　
　
相
続
登
記
抹
消
等
請
求
事
件
（
昭
三
七
・
七
・
二
一
一
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
L
は
、
氏
名
不
詳
の
者
を
父
母
と
し
て
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
が
、
そ
の
出
産
の



蒔
．
こ
れ
を
取
上
げ
た
産
婆
某
の
懇
請
に
よ
ウ
て
．
子
の
な
い
夫
婦
で
あ
つ
た

M
男
瓦
女
夫
妻
が
こ
れ
を
貰
受
け
、
そ
の
間
に
出
生
し
た
子
と
し
て
そ
の
出
生

届
を
し
た
。
M
が
死
亡
、
昭
は
係
争
土
地
に
つ
い
て
相
続
登
記
を
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
自
己
の
土
地
と
し
て
善
意
の
均
に
抵
当
権
を
設
定
せ
し
め
て
そ
の

旨
の
登
記
を
も
経
た
。
そ
こ
で
．
未
亡
人
瓦
は
磧
を
相
手
方
と
し
て
家
庭
裁
判

所
に
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
調
停
申
立
を
し
た
と
こ
ろ
、
家
審
法
二
三
条
に

基
づ
き
、
M
お
よ
び
渇
と
磧
と
の
間
に
は
親
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確

認
す
る
旨
の
審
判
が
あ
り
、
こ
の
審
判
は
確
定
、
瓦
の
申
立
に
基
づ
ぎ
戸
籍
は

訂
正
さ
れ
た
。
瓦
・
為
は
瓦
の
弟
妹
で
あ
る
が
、
瓦
濁
瓦
三
名
（
原
告
）
か
ら

監
ち
（
被
告
）
を
相
手
方
と
し
て
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
、
相
続
登
記
抹
消
・

抵
当
権
設
定
登
記
無
効
確
認
・
抵
当
権
設
定
登
記
抹
消
を
そ
れ
ぞ
れ
訴
求
し
た

の
が
本
件
で
あ
る
。
第
一
審
・
第
二
審
と
も
．
裁
判
所
は
、
審
判
の
効
力
を
対
世

的
な
も
の
と
解
し
、
従
つ
て
ち
は
磧
が
亡
M
の
子
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
が
、
第
一
審
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
善
意
無

過
失
で
あ
つ
た
L
は
保
護
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
相
続
登
記
抹
消
請
求
の
み

を
認
容
し
た
の
に
対
し
、
瓦
等
の
ち
と
の
蘭
係
で
の
控
訴
に
基
づ
ぎ
、
第
こ
審

裁
判
所
は
、
登
記
に
公
信
力
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
一
審
判
決
瓦
等
敗

訴
の
部
分
を
取
消
し
、
瓦
等
の
請
求
を
認
容
し
た
。
偽
か
ら
上
告
、
死
者
と
戸

籍
上
の
子
と
の
間
に
親
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
旨
の
審
判
の

ご
と
き
は
全
く
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
前
記
の
審
判
は
無
効
で
あ
る
、
と
主

張
し
た
。
最
高
裁
い
わ
く
、
「
身
分
関
係
の
存
否
が
確
認
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
、
の

審
判
の
性
質
上
、
存
否
が
確
認
さ
れ
る
身
分
関
係
の
主
体
と
な
る
者
が
当
事
者

と
し
て
加
り
、
そ
の
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
し
て
、
始
め
て
…
…
い
わ
ゆ
る

対
世
的
効
力
が
附
与
さ
れ
得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
、
本
件
の

場
合
、
前
記
．
－
・
－
審
判
の
う
ち
、
亡
広
人
（
M
）
と
広
幸
（
磧
）
と
の
問
に
親

子
関
係
が
存
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
旨
の
部
分
は
、
存
否
が
確
認
さ
れ
た
親

子
関
係
（
父
子
関
係
）
の
主
体
の
一
方
で
あ
る
亡
広
人
（
M
）
が
そ
の
手
続
の

当
事
者
と
な
つ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
対
世
的
効
力

判
例
研
究

を
認
め
る
こ
と
は
で
ぎ
な
隠
し
か
る
に
原
審
が
、
右
審
判
部
分
に
も
対
世
静

効
力
が
あ
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
被
上
告
人
ら
（
瓦
ら
）
の
本
訴

請
求
を
認
容
し
て
い
る
こ
と
前
叙
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
…
…
」
云
云
、
と
。

1
破
棄
差
戻

　
事
案
の
焦
点
が
、
L
と
い
う
善
意
者
の
保
護
を
ど
5
す
べ
き
か
に
存
す
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
篠
原
教
授
の
本
件
判
批
は
、
こ
の
角
度
か
ら
事
案

を
と
り
あ
げ
て
所
感
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
が
（
翻
紘
雛
酵
肛
勘
）
、
最
高
裁
の
判
旨

も
、
審
判
の
対
世
効
を
否
定
し
、
従
つ
て
脇
へ
の
審
判
の
拘
束
力
を
解
除
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
L
の
保
護
へ
道
を
つ
け
よ
う
と
す
る
動
機
に
よ
つ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
そ
の
意
図
は
ま
ず
充
分
に
評
価
せ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
問
題
は
、
そ
の
、
つ
け
よ
う
と
す
る
道
が
、
果
し
て
許
さ
れ
る
道
か
ど
う
か

に
あ
り
、
こ
れ
が
本
件
で
倣
直
接
の
課
題
を
な
す
わ
け
で
あ
つ
て
、
山
木
戸
教
授

の
本
件
判
批
は
、
判
旨
を
不
当
と
断
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（
顎
鏑
姻
泓
賭
四
）
、

あ
な
が
ち
不
当
と
は
言
い
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
家
審
法
二
三
条
の
合
意
に
相
当
す
る
審
判
は
…
…
人
事
訴
訟
手
続
に
代
わ

る
簡
易
手
続
で
あ
る
」
か
ら
、
「
人
事
訴
訟
と
し
て
許
さ
れ
な
い
…
…
確
認
は

家
審
怯
二
三
条
の
審
判
に
よ
つ
て
も
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う

山
木
戸
教
授
の
テ
ー
ゼ
に
は
全
く
賛
成
だ
が
（
胴
祉
配
）
、
「
親
子
の
一
方
ま
た
は

双
方
が
死
亡
し
た
後
も
そ
の
親
子
関
係
の
存
否
確
認
の
訴
は
」
人
事
訴
訟
と
し

て
「
許
さ
れ
る
」
と
い
う
教
授
の
他
の
テ
ー
ゼ
に
は
疑
問
が
持
た
れ
る
（
胴
肚
臨
）
。

何
故
な
ら
、
第
一
に
、
判
決
の
既
判
力
は
正
し
さ
の
担
保
な
の
で
あ
る
か
ら
、

む
や
み
に
こ
れ
を
肯
定
も
し
く
は
拡
張
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
右
の
よ
う
な

九
九
　
　
（
一
一
六
一
．
）



判
　
例
　
研
　
究

場
合
、
身
分
関
係
劃
一
、
確
定
の
要
求
か
ら
、
仮
に
既
判
力
招
来
の
必
要
が
あ
る

と
し
て
も
、
こ
れ
を
認
め
る
基
礎
が
欠
け
て
い
る
（
既
判
力
は
紛
争
解
決
や
蒸

返
し
避
止
の
「
必
要
」
だ
け
で
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が

正
義
に
適
す
る
と
い
う
「
基
礎
」
な
い
し
「
導
入
の
可
能
性
」
を
ま
つ
て
始
め
て
肯

定
で
き
る
も
の
で
あ
る
）
。
『
羨
ε
・
。
9
霞
＆
§
鉱
の
関
与
し
な
い
訴
訟
に
既
判

力
の
基
礎
を
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
職
権
探
知
も
こ
の
構
造
に
代
わ
る
保

障
で
は
な
い
（
本
件
で
も
父
子
関
係
が
本
当
に
な
か
つ
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
）
。

そ
し
て
、
第
二
に
、
主
体
の
（
一
方
で
も
）
死
亡
後
に
は
、
当
該
身
分
関
係
が

そ
の
も
の
と
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
本
来
、
あ
り
え
な
い
。
死
亡
と
と
も

に
、
そ
れ
は
、
存
続
・
発
展
を
や
め
る
か
ら
で
、
残
る
問
題
は
す
べ
て
間
接
・

派
生
の
個
別
問
題
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
便
宜
ま
た
は
特
別
の
理
由
か
ら
形
成
の

訴
を
許
す
な
ど
の
形
で
立
法
措
置
が
せ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
も
は
や
そ
れ
は
手

を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
と
法
律
上
は
な
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
は

「
過
去
の
法
律
関
係
」
た
る
に
由
る
の
で
は
な
い
。
固
よ
り
、
個
別
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
、
利
益
の
存
す
る
か
ぎ
り
、
通
常
の
確
認
訴
訟
を
認
む
べ
き
は

別
論
だ
が
、
亡
父
と
子
と
の
間
の
身
分
関
係
不
存
在
を
（
場
合
に
よ
つ
て
は
検

察
宮
を
立
て
て
ま
で
）
「
人
事
訴
訟
」
で
確
定
し
う
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い

（
鮮
輸
矯
甥
罐
酌
群
蹉
籍
繍
辱
本
件
審
隷
、
か
く
て
、
翌

間
の
父
子
関
係
の
確
認
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
人
事
訴
訟
と
し
て
許
さ
れ
な
い
事

項
に
か
か
わ
り
、
従
つ
て
内
容
上
当
然
に
無
効
で
、
対
世
効
は
お
ろ
か
、
L
島

間
で
の
相
対
的
効
力
を
も
生
じ
な
い
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
判
旨
が
審
判
は
、
対
世
効
㌧
を
生
じ
な
い
と
い
う
の
は
、
母
子
間
か
ぎ
り
の

相
対
劾
は
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
賛

一
〇
〇
　
　
　
（
一
一
山
ハ
ニ
）

成
で
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
判
示
の
必
要
が
な
い
上
告
時
の
事
案
の
状
況
を
考

え
る
と
、
む
し
ろ
、
L
と
の
関
係
で
審
判
の
拘
束
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を

判
示
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
に
解
し
て
、
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）

昭
三
七
1
5
（
撮
號
嘱
礁
コ
M
蜷
）
、

　
民
法
上
の
組
合
の
清
算
人
に
対
す
る
組
合
員
の
任
意
的
訴
訟
信
託
の
適
否

　
　
清
算
残
金
請
求
事
件
（
昭
三
七
・
七
・
二
一
一
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
被
上
告
人
X
（
被
控
訴
人
・
原
告
）
は
上
告
人
Y
（
控
訴
人
・
被
告
）
ほ
か
数

　
　
名
か
ら
な
る
民
法
上
の
組
合
を
設
立
し
、
そ
の
解
散
に
あ
た
り
X
は
清
算
人
に

　
　
選
任
さ
れ
た
。
X
は
Y
に
対
し
Y
の
組
合
に
対
し
支
払
う
べ
ぎ
代
金
請
求
訴
訟

　
　
を
提
起
。
一
・
二
審
と
も
に
X
勝
訴
。
Y
は
右
組
合
が
解
散
し
X
が
清
算
人
に

　
　
選
任
さ
れ
て
も
本
件
請
求
権
の
主
体
が
X
個
人
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て

　
　
上
告
。
X
の
原
告
適
格
が
問
題
と
な
つ
た
。

　
　
上
告
審
で
は
以
下
の
判
断
が
な
さ
れ
た
。
「
被
上
告
人
は
、
右
組
合
の
解
散
に
よ

　
　
り
組
合
員
か
ら
清
算
人
に
選
任
さ
れ
、
そ
の
名
に
お
い
て
裁
判
上
裁
判
外
の
行

　
　
為
を
為
す
権
限
を
授
与
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
、
右
の
事
実
は
、
凍
判
決
の
み

　
　
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
組
合
の
清
算
人
は
組
合
の
代
理
人
と
し
て

　
　
組
合
の
名
に
お
い
て
組
合
の
債
権
の
取
立
訴
訟
を
提
起
し
得
る
は
格
別
と
し

　
　
て
、
清
算
人
が
自
己
の
名
に
お
い
て
当
然
に
か
か
る
訴
訟
を
提
起
す
る
権
限
を

　
　
有
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
た
と
え
組
合
員
に
よ
り
そ
の
主
張

　
　
の
よ
う
な
権
限
を
授
与
さ
れ
た
事
実
あ
り
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
適
法
な

　
　
い
わ
ゆ
る
任
意
的
訴
訟
担
当
の
信
託
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な



い
。
け
だ
し
、
か
く
の
ご
と
ぎ
場
合
に
お
い
て
は
民
訴
四
七
条
に
よ
つ
て
訴
訟

の
当
事
者
と
な
る
べ
き
も
の
を
選
定
す
べ
き
で
あ
り
、
同
条
に
よ
る
こ
と
な
く
、

太
件
の
ご
と
き
場
合
に
訴
訟
担
当
の
任
意
的
信
託
を
み
と
め
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
訴
に
お
い
て
被
上
告
人
が
同
条
所
定
の
選
定

当
事
者
た
る
こ
と
を
証
す
る
同
法
五
二
条
所
定
の
書
面
の
提
出
さ
れ
た
形
跡
は

な
い
の
み
な
ら
ず
、
被
上
告
人
が
同
法
四
七
条
に
も
と
づ
い
て
選
定
当
事
者
と

し
て
選
定
さ
れ
た
こ
と
は
本
件
証
拠
上
こ
れ
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
被
上
告
人
を
も
つ
て
同
条
に
よ
る
選
定
当
事
者
と
し
て
そ
の
当

事
者
適
格
を
肯
認
す
る
こ
と
も
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
被
上
告
人

は
本
件
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
欠
く
も
の
と
い
う
の
外
な
く
、
被
上
告
人
の
当

事
者
適
格
を
み
と
め
た
原
判
決
は
違
法
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
上
告
は
理

由
あ
り
」
と
し
て
、
原
判
決
破
棄
、
自
判
、
訴
却
下
。

　
判
旨
に
反
対
。

　
民
法
上
の
組
合
は
法
人
で
は
な
い
が
、
民
訴
法
四
六
条
に
い
わ
ゆ
る
権
利
能

力
な
き
社
団
と
し
て
当
事
者
能
力
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
学
説
・

判
例
は
肯
定
説
と
否
定
説
と
に
わ
か
れ
て
対
立
し
て
い
る
（
哨
定
欄
勲
都
％
棚
棚
殿
鵜

上
の
組
合
は
当
事
者
能
力
あ
り
と
い
う
大
審
昭
和
八
年
九
月
二
二
日
民
五
判
新
報
三
四
〇
五
号
一
一
頁
、

及
び
大
審
昭
和
一
〇
年
五
月
二
八
日
民
五
判
民
集
一
四
巻
一
一
九
一
頁
、
民
法
上
の
組
合
で
も
梢
々
永
続

的
で
設
備
機
関
を
有
し
組
合
員
の
財
産
と
区
別
さ
れ
る
自
己
の
財
産
を
も
つ
も
の
は
民
訴
法
四
六
条
に
い

わ
ゆ
る
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
と
す
る
昭
和
八
年
一
一
月
二
二
日
東
控
民
九
判
新
聞
三
六
六
二
号
七

頁
、
民
法
上
の
組
合
で
あ
つ
て
も
継
続
的
存
在
を
有
し
代
表
者
の
定
が
あ
る
も
の
は
民
訴
法
四
六
条
で
当

事
者
能
力
を
有
す
る
と
す
る
大
審
昭
和
一
五
年
一
〇
月
一
一
日
民
五
判
新
聞
四
六
三
五
号
七
頁
、
代
表
者

の
あ
る
民
法
上
の
組
合
は
、
当
事
者
能
力
を
有
す
る
と
す
る
昭
和
一
一
三
年
一
二
月
一
五
日
東
高
民
七
判
東

高
民
時
報
八
巻
一
二
号
三
一
八
頁
、
三
銀
行
に
よ
る
融
資
先
会
社
の
債
権
者
管
理
委
員
会
を
民
法
上
の
緯

合
と
し
て
こ
れ
に
当
事
者
能
力
を
肯
定
す
る
最
高
昭
和
三
七
年
一
二
月
一
八
日
法
曹
一
五
巻
四
号
八
七
頁

が
あ
り
、
否
定
説
を
と
る
判
例
と
し
て
昭
和
七
年
六
月
二
七
日
東
区
判
新
聞
三
四
三
号
コ
一
一
頁
、
昭
和
八

辮
蹴
胡
血
憐
四
棺
蹴
醗
眠
鉦
硝
）
。
肯
定
説
は
二
つ
に
わ
か
れ
・
一
つ
は
組
合
お
よ
び
組

合
員
の
双
方
に
当
事
者
能
力
を
認
め
る
の
に
反
し
（
味
訓
噸
擁
酪
論
）
他
は
組
合
に

の
み
こ
妻
認
め
る
（
醸
轄
脚
講
勤
組
騰
蒙
叢
）
（
謎
服
擁
霧
鍍
熊
馳

判
　
例
　
研
　
究

紙
葺
傭
鰍
酷
要
）
。
肯
定
説
は
そ
の
論
拠
と
し
て
、
組
合
員
に
つ
き
生
じ
た
事
項
が

訴
訟
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
そ
の
円
滑
な
進
行
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
し

（
鵬
淋
掛
筐
膨
）
、
稀
薄
で
は
あ
る
が
対
外
的
に
存
す
る
そ
の
団
体
性
を
訴
訟
に
お

い
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
問
題
と
し
て
重
要
な
の
は
理
由
の
後
半
で

あ
る
。
組
合
は
権
利
能
力
は
な
い
に
し
て
も
社
団
と
し
て
の
実
体
を
備
え
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
社
団
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
関
係
に
つ
き
民
法
の
社
団
法
人
の
規
定

を
類
推
適
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
問
題
で
あ
る
。
外
部
関
係
に
つ
い

て
も
、
組
合
が
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
そ
の
権
利
関
係
は
形
式

上
は
代
表
機
関
又
は
有
力
社
員
個
人
に
帰
属
す
る
が
実
質
的
に
は
総
社
員
に
総

有
的
に
帰
属
す
る
に
反
し
、
組
合
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
総
組

合
員
に
合
有
的
に
帰
属
す
る
。
ま
た
社
団
の
行
動
は
も
つ
ぽ
ら
代
表
機
関
に
よ

り
社
団
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
る
が
（
眠
赫
鰻
）
、
組
合
の
場
合
で
あ
れ
ぼ
各
組
合

員
又
は
業
務
執
行
粗
合
員
が
総
組
合
員
の
代
理
人
と
し
て
行
動
す
る
。

　
か
よ
う
に
組
合
は
権
利
能
力
な
き
社
団
た
る
性
格
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
組
合
が
当
事
者
能
力
を
有
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
（
媚
跡
期
焔
眠
鰍
牡
初
齪
飴

員
の
任
意
的
訴
訟
信
託
の
適
否
」
法
律
時
報
三
五
巻
八
号
九
噌
～
二
頁
は
．
「
組
合
の
名
に
お
け
る
訴
訟

の
適
否
は
組
合
の
当
事
者
能
力
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
事
者
た
る
全
組
合
員
を
訴
訟
上
表
示
す
る

方
法
な
い
し
形
式
の
問
題
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
当
事
者
能
力
否
定
説
と
し
て

は
、
末
弘
「
訴
訟
当
事
老
と
し
て
の
人
格
な
ぎ
社
団
」
民
法
雑
考
一
〇
三
頁
以
下
、
我
妻
判
民
昭
和
一
〇

斡
襲
肇
鍮
誰
藤
難
即
篶
灘
題
勧
溜
旺
嬰

　
組
合
が
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
か
否
か
は
組
合
の
法
的
性
格
と
の
関
連

で
と
ら
え
ら
る
べ
ぎ
問
題
で
あ
り
。
こ
の
間
題
は
、
組
合
に
当
事
者
能
力
を
認

め
組
合
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
円
滑
な
進
行
を
は
か
る
か
否
か
の
問
題
に
先
行
す

る
。

一
〇
一

（
一
一
山
ハ
一
二
）



判
例
　
研
究

δ
二
　
（
コ
六
殴
）

　
組
合
に
当
事
者
能
力
を
否
定
す
る
以
上
、
組
合
財
産
は
総
組
合
員
の
合
有
財

産
で
あ
る
か
ら
緯
合
員
は
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
共
同
訴
訟
人
と
な
る
．
こ

の
こ
と
は
組
合
財
産
・
組
合
債
務
・
組
合
債
権
の
い
ず
れ
が
訴
訟
物
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
妥
当
す
る
（
囎
姶
櫃
鵬
硫
㏄
櫛
厩
鴛
惣
蛤
韻
触
韻
励
湘
評
配
鵬
秘
腰
な
）
。

　
業
務
荊
行
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
こ
の
者
は
当
事
者
適
格
を
も
つ
で
あ

ろ
う
か
。
学
説
判
例
は
こ
の
点
で
も
対
立
し
て
い
る
（
蛸
掟
噌
継
母
飾
期
關
灘
凱
奴
ポ
繍

合
契
約
に
よ
り
組
合
員
か
ら
信
託
的
に
純
合
に
関
す
る
権
利
義
務
の
主
体
と
な
れ
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た

と
ぎ
は
個
人
の
資
格
で
組
合
の
た
め
に
訴
訟
を
な
し
う
る
と
す
る
大
審
昭
和
七
年
七
月
五
日
民
五
判
新
聞

三
四
四
八
号
一
三
頁
ー
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
出
大
審
昭
和
五
年
五
月
一
〇
日
の
判
例
参
照
1
、
組

合
債
権
に
つ
い
て
の
大
審
昭
和
一
〇
年
一
月
三
〇
日
民
四
判
法
学
四
巻
九
二
二
頁
、
大
審
昭
和
一
七
年
一

月
二
四
日
民
四
劃
判
決
全
集
九
輯
一
七
号
三
頁
、
昭
和
二
七
年
二
月
二
九
日
東
高
民
三
判
高
裁
民
集
五
巻

四
号
一
五
〇
頁
　
否
定
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
組
合
が
民
法
上
の
絢
合
の
性
質
を
有
し
頭
取
が
組
合
員

を
代
理
し
て
一
切
の
事
務
を
な
す
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
は
頭
取
を
侍
理
者
み
資
樽
に
お
い
で
被

告
と
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
す
る
大
正
一
五
年
二
月
八
日
東
地
民
一
六
判
評
論
一
五
巻
民
法
四
〇

五
頁
（
傍
点
筆
者
。
「
代
理
者
の
資
格
に
お
い
て
」
之
　
「
被
告
と
し
て
」
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
あ
る
い
は
、
実
体
法
上
の
代
理
人
に
任
意
的
訴
訟
信
託
を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ

魚
庶
峨
鯉
儲
勧
醸
繍
れ
搬
酷
海
鷲
搬
猿
聾
羅
鞭
蟻
憲
騨
似
島
熱
艀
融
就
）
。
無
尽
講
の

会
主
や
頼
母
子
講
の
講
元
に
は
従
来
判
例
は
講
関
係
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
認

め
て
い
る
（
講
辱
進
塑
蒲
陳
誰
鯛
縞
駈
．
盃
領
膝
議
嗣
誤
塑

五
巻
五
〇
二
頁
、
大
審
昭
和
二
年
一
月
一
四
日
民
二
判
民
集
『
五
巻
一
頁
、
大
審
昭
和
二
年
一
二
月

一
日
民
二
判
民
集
一
五
巻
『
頁
、
大
審
昭
和
二
年
一
二
月
｛
日
民
二
判
民
集
｝
五
巻
一
二
二
六
頁
、
昭

和
二
九
年
八
月
九
日
東
高
判
下
級
民
集
五
巻
八
号
一
二
七
一
頁
、
昭
和
二
九
年
八
月
九
日
東
高
民
八
判
東

高
民
時
報
五
巻
八
号
一
七
七
頁
、
講
元
を
定
め
ず
落
札
者
が
直
接
講
員
か
ら
掛
金
を
取
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
旨
の
講
規
約
を
定
め
た
講
で
落
札
者
個
人
が
講
金
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
の
当
事
者
適
格
を
有
す
と
し

た
昭
和
三
｝
年
四
月
六
日
長
崎
地
判
下
級
民
集
七
巻
四
号
八
七
二
頁
、
昭
和
三
一
年
七
月
一
七
目
甲
府
地

判
下
級
民
集
七
巻
七
号
一
九
四
三
頁
、
頼
母
子
講
自
体
に
当
事
者
能
力
が
あ
る
と
し
て
も
講
金
の
販
立
支

払
等
に
つ
い
て
一
切
の
権
原
を
有
す
る
講
管
理
人
は
自
己
の
名
で
掛
戻
金
請
求
訴
訟
を
追
行
す
る
当
事
者

適
格
を
有
す
る
と
し
た
最
高
昭
和
三
五
年
六
月
二
八
日
三
小
判
民
集
『
四
巻
八
号
一
五
五
八
頁
、
否
定
説

を
と
る
も
の
と
し
て
旧
法
関
係
の
若
干
の
判
例
が
あ
る
。
例
え
ば
大
審
明
治
三
四
年
五
月
九
日
民
一
判
民

腿
絶
瑚
旺
嵯
弘
粗
顎
剛
蹴
講
棚
略
硫
期
癬
猷
）
。
大
審
昭
和
五
年
五
月
一
〇
日
判
新
聞
三
一

四
五
号
一
一
頁
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
所
謂
頼

母
子
講
二
於
テ
講
ノ
掛
込
金
又
ハ
掛
戻
金
二
関
シ
講
員
各
自
力
夫
々
自
ラ
他
ノ

誰
員
ン
請
求
シ
又
ハ
払
込
ヲ
為
ス
ヘ
キ
壬
ノ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
徒
二
法
律
関
係
ノ

複
雑
ヲ
来
シ
到
底
其
ノ
煩
二
堪
エ
サ
ル
カ
故
二
講
員
中
ノ
一
人
又
ハ
数
人
二
対

シ
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
掛
金
ヲ
請
求
シ
且
講
金
ノ
払
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
委
託
シ
此

ノ
場
合
受
託
者
力
世
話
人
又
ハ
幹
事
等
ノ
名
称
ノ
下
二
講
員
ノ
為
二
自
己
ノ
名

二
於
テ
掛
金
ヲ
請
求
シ
且
講
金
ノ
払
渡
ヲ
為
ス
ノ
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
寧
ロ
実
験

法
則
タ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
而
モ
斯
ル
受
託
者
ハ
必
ス
シ
モ
世
話

人
又
ハ
幹
事
等
ノ
名
称
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ハ
限
ラ
ス
」
と
。
小
山
教
授
は
、

「
講
と
管
理
人
と
講
員
と
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
講
の
実

体
に
即
し
た
法
的
把
握
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
し
た
が
つ
て
、
管
理

人
は
訴
訟
進
行
の
み
を
信
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
民
訴
法
四
七
条

の
適
用
も
な
い
。
む
し
ろ
、
無
尽
契
約
関
係
か
ら
生
ず
る
管
理
人
と
し
て
の
利

益
（
権
利
義
務
）
の
帰
属
主
体
と
し
て
（
各
講
員
の
利
益
の
管
理
権
者
と
し
て

で
は
な
く
）
、
管
理
人
は
、
訴
訟
進
行
権
を
有
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
・

た
が
つ
て
、
ま
た
、
管
理
人
の
み
が
、
掛
込
金
や
掛
戻
金
の
請
求
や
講
金
の
払

渡
請
求
の
訴
に
つ
い
て
当
事
者
適
格
を
有
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ

て
い
る
（
灘
樹
誘
醜
麓
薪
義
諮
．
禦
ゆ
蕎
Y
賛
辱
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、

組
合
の
場
合
は
、
業
務
か
ら
生
じ
る
法
律
関
係
の
帰
属
主
体
は
総
組
合
員
で
あ

つ
て
、
業
務
執
行
者
で
は
な
い
。
業
務
執
行
者
は
組
合
財
産
の
管
理
処
分
権
や

業
務
執
行
権
を
も
つ
が
、
総
組
合
員
の
代
理
人
と
し
て
こ
れ
を
行
使
し
う
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
講
の
講
元
の
場
合
と
は
異
る
（
麟
隙
ポ
蹄
順
賄
齢
抄
囎
縫
舘
のっ
瀧
凱

鰍
¶
鮒
讃
弘
梱
齢
損
駒
唯
臆
酌
縣
蹴
稲
猟
廊
適
）
。
し
た
が
つ
て
．
組
合
の
業
務
執
行
者
は

講
の
講
元
・
会
主
と
は
異
り
組
合
関
係
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
も
た
な
い
も
の

と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
次
に
業
務
執
行
者
を
法
令
に
よ
る
訴
訟
代
理
人
と
み
る
こ
と
が
で
き



る
で
あ
ろ
う
か
。
肯
定
説
も
あ
る
が
（
撒
額
ガ
講
鍵
儲
職
齢
軌
い
碩
つ
此
軌
林
頂
慰
嚥
翻
働

醐
喫
蜘
樵
酵
蘇
捌
左
一
莇
）
、
法
令
に
よ
る
訴
訟
代
理
の
範
囲
を
広
く
認
め
る
と
弁
護

士
代
理
の
原
則
と
の
関
係
で
も
間
題
が
あ
る
の
で
、
法
が
明
文
を
も
つ
て
制
限

的
に
こ
れ
を
認
め
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
謙
軒
解
都
や
泥
葡
顧
講
ポ
謙

累
殿
宝
欝
せ
紮
駕
響
蔭
雛
厭
鷺
袈
七
）
．
そ
急
あ
る
与
設
業

務
執
行
者
は
法
令
に
よ
る
訴
訟
代
理
人
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
鎌
棚

者
の
い
な
い
場
合
の
各
組
合
員
に
つ
い
て
も
こ
の
理
は
妥
当
す
る
。
業
務
執
行
組
合
員
を
法
令
に
よ
る
訴

訟
代
理
人
と
み
、
そ
れ
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
一
般
の
緯
合
員
を
法
令
に
よ
る
訴
訟
代
理
人
で
は

穣
清
驚
駿
蜜
齪
織
簾
魏
寺

　
最
後
に
組
合
員
は
業
務
執
行
者
に
任
意
的
訴
訟
信
託
を
な
し
う
る
や
否
や
が

問
題
と
な
る
。
任
意
的
訴
訟
信
託
は
、
手
取
の
取
立
委
任
裏
書
（
呼
粥
雑
）
や
選
定

当
事
者
（
眠
赫
縮
）
な
ど
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
格
別
と
し
て
、
一
般
に

は
弁
護
士
代
理
の
原
則
（
禍
赫
縮
）
や
訴
訟
信
託
禁
止
の
原
則
（
嘱
噺
鰍
）
と
の
関
係
で

無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
委
任
者
・
受
任
者
の
関
係
か
ら
み
て
社
会

通
念
上
受
任
者
の
正
当
な
業
務
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
に
ま
で
無
効
と
考

え
る
必
要
は
な
い
（
灘
纂
↑
羅
遭
寿
駿
難
灘
麩
婆
藤
翻
驕
蛎

鞭
鶯
銭

　
学
説
・
判
例
が
右
の
正
当
業
務
に
該
当
す
る
が
ゆ
え
に
任
意
的
訴
訟
信
託
を

認
め
る
場
合
と
し
て
、
講
の
場
合
と
労
働
組
合
員
の
労
働
組
合
に
対
す
る
訴
訟

信
託
と
を
挙
げ
る
。
講
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
労
働
組
合
の
場
合
は
、
信

託
を
う
け
る
者
は
労
働
組
合
に
き
ま
つ
て
い
る
か
ら
、
任
意
的
訴
訟
信
託
を
認

め
て
も
弁
護
士
代
理
・
訴
訟
信
託
禁
止
の
原
則
を
み
だ
り
に
潜
脱
す
る
よ
う
な

害
は
な
い
。
む
し
ろ
組
合
は
労
働
緯
合
員
の
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
し
え
よ
う
（
軸
淋
顧
舗
鴫
蹴
綻
瀬
ザ
懸
評
ぴ
紡
醐
租
訟
切
脳
鰍
儲

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

セ
鰍
駄
順
ゴ
販
酬
即
輔
姻
翫
鴎
那
張
縞
翻
飾
二
》
、
民
法
上
の
組
合
の
場
合
も
、
業
務
執
行

者
の
業
務
執
行
は
総
組
合
員
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
か
ら
、
任
意

的
訴
訟
信
託
に
よ
り
業
務
執
行
者
に
当
事
者
適
格
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
．
し
か
し
、
業
務
執
行
者
に
は
誰
で
も
選
任
せ
ら
れ
う
る
か
ら
、
労
働
組
合

の
場
合
と
比
較
し
て
、
業
務
執
行
者
の
任
意
的
訴
訟
信
託
が
、
弁
護
士
代
理
・

訴
訟
信
託
禁
止
の
原
則
潜
脱
の
目
的
を
も
つ
て
濫
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

か
か
る
場
合
に
限
つ
て
業
務
執
行
者
の
任
意
的
訴
訟
信
託
に
よ
る
当
事
者
適
格

は
否
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
（
朔
沖
哺
賜
府
説
証
コ
獣
噸
馴
燗
瓦
騰
獄
鋪
縣
に
）
。

　
清
算
人
は
清
算
事
務
の
範
囲
内
で
す
べ
て
の
組
合
員
を
代
理
す
る
権
限
を
有

す
る
（
峨
嘆
揃
購
）
か
ら
、
清
算
人
に
つ
い
て
も
業
務
執
行
者
に
つ
い
て
と
同
じ

こ
と
が
妥
当
し
よ
う
。

　
か
く
し
て
判
決
の
主
張
と
は
異
り
、
X
が
選
定
当
事
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て

い
な
く
て
も
、
任
意
的
訴
訟
信
託
の
結
果
当
事
者
適
格
を
も
つ
と
み
る
べ
き
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

昭
三
七
1
6
（
撮
號
嘱
鹸
塾
潮
難
）

　
弁
済
供
託
の
供
託
金
取
戻
請
求
権
に
対
す
る
転
付
命
令
の
効
力

　
　
供
託
無
効
不
動
産
所
有
権
確
認
請
求
事
件
（
昭
三
七
・
七
・
二
二
第
二
小
法
廷

　
　
判
決
）

　
　
X
（
原
告
）
は
Y
（
被
告
）
か
ら
貸
金
の
担
保
と
し
て
本
件
不
動
産
を
買
受

　
　
け
、
Y
は
債
務
の
弁
済
と
し
て
元
利
金
を
供
託
し
た
が
、
X
が
こ
れ
に
対
し
て

一
〇
一
二
　
　
　
（
一
一
六
五
）



判
　
例
　
研
　
究

受
諾
の
意
思
表
示
を
し
な
い
う
ち
に
、
Y
の
供
託
物
取
戻
講
求
権
は
A
等
に
転

付
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
X
か
ら
Y
を
相
手
に
右
土
地
の
所
有
権
が
自
己
に
属
す

る
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
の
が
本
件
で
あ
る
が
、
第
一
審
で
X
勝
訴
。
Y
か
ら

の
控
訴
に
基
づ
き
、
第
二
審
裁
判
所
も
「
前
記
の
供
託
が
仮
り
に
弁
済
の
効
力

を
生
じ
得
る
有
効
な
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
右
転
付
の
結
果
右
供
託
は
こ

れ
を
し
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
弁
済
の
効
力
を
失
つ
た
も
の
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
、
Y
は
更
に
上
告
。
上
告
理

由
は
、
売
渡
担
保
権
あ
る
場
合
は
弁
済
者
に
供
託
物
取
戻
請
求
権
は
生
ぜ
ず
、

従
つ
て
こ
れ
に
対
す
る
転
付
命
令
は
不
適
法
で
、
転
付
命
令
が
供
託
を
無
効
に

す
る
と
い
う
関
係
は
こ
の
場
合
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
に
あ
つ
た
が
、
最
高
裁

い
わ
く
、
「
供
託
金
取
戻
請
求
権
が
供
託
者
の
他
の
債
権
者
に
転
付
さ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
被
供
託
者
の
供
託
金
還
付
請
求
権
に
は
な
ん
ら

消
長
を
来
す
も
の
で
な
く
、
し
た
が
つ
て
ま
た
供
託
の
効
力
が
失
わ
れ
る
も
の

で
は
な
い
」
と
。
ー
破
棄
差
戻

　
供
託
者
の
供
託
物
取
戻
請
求
権
と
被
供
託
者
の
供
託
物
還
付
請
求
権
と
は
別

物
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
主
体
が
交
替
し
た
か
ら
と
い
つ
て
後
者
の
存
否
に
消

長
を
来
た
す
謂
わ
れ
は
な
く
、
従
つ
て
、
た
と
え
供
託
物
取
戻
請
求
権
に
対
す

る
転
付
命
令
が
適
法
且
つ
有
効
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
被

供
託
者
の
還
付
請
求
権
が
消
滅
し
、
供
託
が
遡
つ
て
そ
の
効
力
を
失
う
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
原
審
の
判
断
を
非
難
し
た
判
旨
は
正

当
だ
が
．
そ
の
限
り
で
は
事
理
む
し
ろ
当
然
で
特
に
考
う
べ
き
筋
途
で
は
な

い
。

　
他
方
、
売
渡
担
保
権
あ
る
場
合
に
は
供
託
あ
る
も
供
託
者
に
供
託
物
返
還
請

求
権
を
生
ぜ
ず
と
す
る
上
告
理
由
の
理
論
も
疑
問
で
あ
る
。
質
権
や
抵
当
権
の

場
合
と
異
な
り
第
三
者
不
測
の
損
害
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
の
な
い
こ
の

一
〇
四
　
　
（
哺
輔
六
六
）

場
合
に
、
こ
れ
を
立
法
理
由
と
す
る
民
法
四
九
六
条
二
項
を
明
文
の
指
定
な
き

に
類
推
適
用
す
る
こ
，
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
正
し
く
も
上
告
理
由
に

同
調
し
な
か
つ
た
判
旨
は
、
Y
の
供
託
物
返
還
請
求
権
が
生
じ
た
こ
と
は
こ
れ

を
認
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
さ
よ
う
な
弁
済
供
託
者
の
供
託
物
返
還
請
求
権
な
る
も
の
が
、
転

付
せ
ら
れ
う
る
や
否
や
に
存
す
る
。
学
説
は
一
般
に
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
の

よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
が
（
仲
鵬
加
販
立
齢
蛉
“
締
鮒
齢
齢
硲
領
瀟
購
煙
咽
蜷
一
）
、
大
審
院
は

嘗
て
肯
定
の
判
示
を
し
た
こ
と
が
あ
り
（
吠
燗
醐
訥
卜
障
辮
弥
朋
）
、
本
件
判
旨
は
最

高
裁
判
所
が
従
前
の
大
審
院
の
こ
の
肯
定
的
態
度
を
承
継
す
る
こ
と
を
明
か
に

し
て
い
る
点
で
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
、
成
る
べ
く
執
行
の
機
会
を
減
ら
し
た
く
な
い
と
い
う
裁
判
所
の
気

持
は
よ
く
分
か
る
し
、
現
実
に
は
供
託
物
取
戻
請
求
権
に
対
す
る
転
付
命
令
で

執
行
の
目
的
を
達
し
う
る
債
権
者
も
あ
る
こ
と
、
転
付
命
令
を
禁
じ
れ
ば
債
務

者
に
執
行
免
脱
の
方
便
を
与
え
る
結
果
に
な
る
こ
と
現
実
の
財
貨
移
転
と
同
断

以
上
の
も
の
が
あ
る
こ
と
　
（
現
実
の
財
貨
移
転
よ
り
相
対
的
に
危
険
が
少
い
）
な

ど
を
考
え
る
と
、
い
よ
い
よ
裁
判
所
の
躊
躇
は
尤
も
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知

り
う
る
し
、
禁
止
の
明
文
が
な
い
と
こ
ろ
で
差
押
や
転
付
の
禁
止
を
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
態
度
は
、
実
務
の
安
固
を
保
障
す
る
も
の
で
も
お
ろ

、
り
。

　
だ
が
、
弁
済
の
た
め
の
供
託
は
、
い
わ
ば
、
債
務
を
免
れ
る
た
め
に
す
る
目

的
物
の
一
種
の
放
棄
で
あ
り
．
供
託
物
取
戻
権
は
放
棄
物
を
回
収
す
る
放
棄
者

の
自
由
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
（
勤
榊
簸
灘
池
碓
湖
華
鋸
鱒
法
）
。
従
つ
て
、
供
託
物
件
も

し
く
は
供
託
価
額
は
、
本
質
的
に
は
、
決
定
的
に
供
託
者
の
非
財
産
と
は
い
え



な
い
と
同
時
に
、
決
定
的
に
供
託
者
の
財
産
と
も
い
え
な
い
浮
動
状
態
に
あ
る

と
す
べ
く
、
こ
の
こ
と
は
浮
動
状
態
解
消
の
後
に
目
的
物
の
所
有
権
が
〃
何
時

か
ら
被
供
託
者
に
属
し
た
と
考
う
べ
き
か
〃
と
は
関
係
な
く
、
供
託
者
の
供
託

物
返
還
請
求
権
を
請
求
権
そ
の
も
の
と
考
え
る
か
請
求
権
を
生
ず
べ
き
一
種
の

形
成
権
（
供
託
取
消
権
）
　
と
考
え
る
か
と
も
無
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
浮
動
状
態
を
執
行
の
引
当
て
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
執
行
の
目
的
を
逸

脱
す
る
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
執
行
方
法
の
い
か
ん
に
よ
つ
て
は

許
さ
れ
て
一
向
に
差
支
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
債
権
者
債
務
者
間
の
法
律
関
係

を
一
挙
に
清
算
す
る
」
と
い
う
「
転
付
命
令
の
性
格
」
（
騰
財
敏
誰
麩
一
）
と
、
か

か
る
浮
動
状
態
と
は
、
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
弁
済
供
託

の
供
託
者
が
有
す
る
供
託
物
返
還
講
求
権
に
対
し
、
転
付
命
令
を
発
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
本
件
転
付
命
令
は
そ
の
効
が
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
本
件
に
つ
い
て
は
既
に
転
付
の
不
適
法
を
説
い
た
鈴
木
（
正
）
助
教
授
の
極

め
て
周
到
懇
切
な
判
批
が
あ
る
が
（
顎
嫡
咽
訊
難
四
y
　
私
は
、
学
説
の
確
立
す
る

ま
で
は
明
文
の
な
い
と
こ
ろ
で
転
付
の
禁
止
を
説
く
こ
と
を
し
な
い
判
旨
の
態

度
を
、
実
務
と
し
て
称
賛
し
た
い
と
考
え
る
と
と
も
に
、
学
説
は
転
付
禁
止
の

方
向
へ
向
か
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
理
論
的
に
は
、
判
旨
を
退
け
、
鈴
木
（
正
）

助
教
授
の
右
の
提
言
を
支
持
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）
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